
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ． ６９ 

発行 １５．４．１ 
 

ＪＲ東労組  業務部 

・18 歳未満の子供に対する手当 
3,500 円を、5,000 円に増額！！  

・社員に配偶者がいない 18 歳未満の
子供に対する手当 
12,500 円を、14,000 円に増額！！ 

申１７号「２０１５年度賃金引き上げ等に関する申し入れ」は、本日 4月 1日に妥

結しました。全組合員に定額を貼り付ける大きな成果を勝ち取りました。しかし、扶

養手当（１８歳未満の子）の増額は、有額回答を引き出すには至りませんでした。 

したがって、本日申 27号を提出し、改めて扶養手当の増額を求め闘っていきます。 

１． 賃金規程第４０条第１項第２号及び第３号に定める「１８歳未満の子に

該当する扶養手当」の支給月額について、3，500円を 5，000円へ。 

１２，５００円を１４，０００円へ増額をおこなうこと。 


